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八訂版のはしがき

この資料は，平成14年に刊行された七訂版特別研修資料第1号「証拠品

事務解説」を基として，その後の規定の改正，通達等を織り込んだもので

ある。

今回の改訂に当たっては，東京高等検察庁桂大輔人事課長（前同庁検務

第一課長)に加筆，補筆の労を煩わした。ここに記して感謝の意を表する。
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七訂版のはしがき

この資料は,‐平成10年に刊行された六訂版特別研修資料第1号「証拠品

事務解説」を基として，その後の規程の改正，通達等を織り込むとともに，

利用者の便を図るため，索引（事項，判例，検務実務家会同，通達等）を

設けたものである。

今回の改正に当たっては，冨永康雄総務企画部企画課長に加筆，補筆の

労を煩わした。なお，刑事局担当官から種々の御支援を得た。 ここに記し

て感謝の意を表する。
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五訂版のはしがき六訂版のはしがき

この資料は；平成2年3月31日付け法務省刑総訓第287号をもって証拠

品事務規程の全面改正が行われ， これが同年5月1日から施行されたこと

に伴い，昭和61年3月25日に刊行された四訂特別研修資料第1号を基にし

て改訂したものである。改訂に当たっては，刑事局総務課検務第一係長大

霜憲司氏に加筆，補筆の労を煩わし’同課補佐官村山和雄氏が校閲した。

この資料は，平成4年に刊行された五訂特別研修資料第1号「証拠品事

務解説」を基として，その後の規程の改正，通達等を織り込んだものであ

る。改訂に当たっては，刑事局総務課検務第一係長扇谷俊春氏に加筆，補

筆の労を煩わし’ 同課補佐官東清氏が校閲した。

I

I

平成10年3月

平成4年3月法務総合研究所
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四訂版のはしがき 三訂版のはしがき

F
1‘
I．

三訂特別研修資料第1号として本書を刊行する。

この資料は，昭和52年8月に発刊された再訂特別研修資料第1号「証拠

品事務解説」を基に，その後の規程の改正，通達などを織り込んだもので
ある。

改訂に当たっては，森勇刑事総務課長補佐に加筆・補筆の労を煩わした

ほか最高検察庁総務部検務課，東京地方検察庁総務部から種々の御教示を
いただいた。

なお，昭和50年以後，支部・区検において全国的に実施されている検務

事務処理票については，三訂特別研修資料第4号「事件事務解説」の中で
解説されているので，本書ではこれを割愛した。

本書が検察事務官の研修教材として， また，執務の指針として活用され
ることを期待してやまない。

四訂特別研修資料第1号として本書を刊行する。

この資料は，昭和55年10月に発刊された三訂特別研修資料第1号「証拠

品事務解説」を基として，その後の規程の改正，通達などを織り込んだも

のである。改訂に当たっては，竹内道明刑事局総務課補佐官に加筆・補筆

の労を煩わした。

なお，昭和50年以降，支部・区検において全国的に実施されている検務

事務処理票による事務処理については，四訂特別研修資料第4号「事件事

務解説」の中で解説されているので，本書ではこれを割愛した。

本書は，検察事務官の研修教材として， また，執務の指針として活用さ

れることを期待してやまない。
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改訂版のはしがき

再訂版のはしがき
改訂特別研修資料第1号として本書を刊行する。

この資料は,~検察庁における証拠品事務について解説したものであり，

昭和39年12月刊行の初版を基として，その後の改正規程・質疑回答等をお

りこみ， 「研修j誌に掲載された研修講座「証拠品事務」 （法務専門職吉

沢嘉蔵氏．東京地方検察庁特別捜査事務課長佐藤カ氏執筆）等を参考に

して改訂されたものである。

ただ，なにぷんにも執務のかたわら上梓されたもので，繁簡必ずしも統

一されておらず説明不十分な点があると思われるが,、本書の利用に当たっ

ては，適宜他の文献を参照するなどして活用願いたい。

本書は，東京地方検察庁交通部副部長検事隈井光氏（前同庁検務主任

検察官）から多大な御協力を得て作成したものであり，研修第二部長西本

昌基が校閲した。なお，刑事局担当係官から種々の御教示を得て見解の統

一を期した。また，本書の出版に当たっては刑事局から絶大な御支援を得

た。ここに記して感謝の意.を表する。

この資料は，昭和50年3月に発刊された改訂特別研修資料第1号「証拠

品事務解説」を基にして，その後の規程の改正，通達を織り込んだもので

ある。 、

今次の改訂に当たっては，吉沢嘉蔵東京地方検察庁事務局次長を煩わし

たほか，刑事局担当係官からも種々の御教示をいただいた。

本書が，検察事務官の研修教材として， また，執務の指針として大いに

活躍されることを期待してやまない。
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なお，本書の校正には当所事務局第2課の事務官諸氏を煩わした。また，

本書の出版にあたっては法務省刑事局から多大のご協力を得た。ここに記
がきはし

して感謝の意を表する次第である。
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昭和39年12月
検察庁における検務および事務局関係の各種事務については，事務規程

が漸次整備されるとともに，取扱要領・運用通達・質疑回答も数多く出さ

れ， 2， 3の事務規程の逐条解説が研修誌に連載される等，事務処理上の

参考資料はかなり豊富になってきているように思われる。しかし，現にそ

の事務に携わっている者が常にその座右において手軽にハンドブックとし

て利用できる基本的な解説書ないし参考書が少なく， また，その事務の未

経験者が容易に事務全般についての理解を得ることのできる適当な資料に

乏しいといううらみがあった。他方，検察事務官の普通科研修および自庁

研修において， これら実務科目の研修にあたる講師および受講者の大多数

から，統一教材的な資料の刊行を望む声も強くなってきている。

当部では，右のような不便をなくし，要望に応ずるために，今後3， 4

年の間に，実務経験の豊富な方々に依頼して，各種事務についての基本的

な解説書を執筆していただき，順次「特別研修資料」 として刊行する計画

を樹て，本書はその「第1号」 として， このほど発刊のはこびとなったも

のである。

本書の執筆には，東京区検察庁副検事河井貫司氏および最高検察庁公判

事務課長沼田三二氏が共同してあたられた。なか，法務省刑事局担当係官

から種々の教示を受けて見解の統一を期した。

本書は証拠品事務の逐条解説ではなく，証拠品事務そのものを体系づけ

て解説を加えている点に特色があるのであるが，なにぶん， この種検務事

務の基本的解説書としてはじめてのものであり，将来，各位の教示を得て

更に立派な資料としてゆきたい考えである。

法務総合研究所
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第1 証拠品の意義

I 証拠品事務規程（以下「規程j という。）にいう証拠品とは，刑事事件

について押収された物及びその換価代金をいう。押収された物は，証拠物

及び没収すべき物から成る（刑事訴訟法（昭和23年法律第131号。以下「刑
訴j という。) 991)。

証拠物及び没収すべき物は，被疑事件（被告事件）の究明並びに没収刑

の確保に資するため，差押え（刑訴218, 220等）又は領置（刑訴221) さ
れるものである。

なお，換価代金と．は，没収することができる押収物で，滅失若しくは破

損のおそれがあるもの，又は保管に不便なものを売却した代価をいう （刑

訴2221, 122)。また，換価代金は，法律上被換価物と同一視すべきであ

ってその対価ではないから， これを没収することができる（最（1小）決
昭25． 10． 26刑集4． 10．2170)。
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第2証拠品事務手続の概要

1 証拠品事務手続の区分証拠品事務は， これを大別すると，受入れ．

保管・処分の三つに分かれ，更に処分事務は， (1)事件終結前の処分事務
と，②事件終結後の処分事務とに区別することができる。

2受入事務受入事務とは》検察庁に送られてきた証拠品を規程4条に

定める受領手続を経て，領置票を作成する事務である。

3保管事務保管事務とは，受入事務担当の証拠品係から送付された証
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行う。

7 その他の者そのほか，歳入徴収官（分任官を含む｡）及び収入官吏

は，国庫帰属となった換価代金，通貨及び売却代金の歳入編入の手続を
行う。 ． ‐

拠品を保管する事務である。

4処分事務処分事務とは，証拠品の具体的な処分に関する事務で，そ

のうち，前記の(1)事件終結前の処分事務とは，検察官が，捜査中又は公

判係属中の事件の証拠品（裁判所に未提出のもの）について，還付・仮

還付・換価又は廃棄等の処分をする場合の事務であり，②事件終結後の

処分事務とは，事件につき裁判が確定した後における没収物の売却等の

事務とか，事件を不起訴処分にした後における証拠品の還付等の事務で

ある。

１
１
１

第4証拠品事務規程についてト

1 規程の制定規程は，刑事事件について押収された物及びその換価代

金の受入れから処分に至る間での事務手続と， これを取り扱う職員の職

務とその責任を明確にするため，昭和28年6月1日付け法務省刑事局秘

第129号法務大臣訓令（以下「旧規程」 という。）をもって制定され，

同29年1月1日から施行されたものである。なお，施行前の同28年12月

28日に法務省刑事局秘第437号法務大臣訓令をもってその一部の改正が

行われたが，その要旨は，刑訴499条の改正に伴い，押収物還付公告令

（昭和28年政令第342号）が制定施行されることによるものであった。

その後，関係法令の改正に伴い，又は事務の合理化，効率化を図るため

所要の一部改正がしばしば行われたが,公文書の左横書きの実施に伴い，

平成2年3月30日付け法務省刑総訓第287号法務大臣訓令による全部改

正によって，全文が横書きに改められ，同年5月1日から施行された。

・規程は，検察庁事務章程（昭和60年法務省訓令第1号)，事件事務規

程（昭和62年法務省刑総訓第1060号大臣訓令)，執行事務規程（平成6

年法務省刑総訓第228号大臣訓令）等と同様に，検察庁法（昭和22年法

律第61号） 32条にいう 「検察庁の事務章程」の一つであり，検事総長， ’

検事長及び検事正に対して訓令しているが，直接検察庁の全職員を拘束
するものである。
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第3証拠品事務の取扱機関
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検察庁における証拠品事務取扱機関は，次のとおりである。

1 検察官摩,検察官は，証拠品事務全般の責任者で，事務取扱い土の命令

者である。

2証拠品係事務官証拠品係事務官は，証拠品事務の担当者で，検察官

を補佐.し，その指揮命令により，証拠品の受入れ，保管（換価代金を除

く。）及び処分の事務を行う。

3 没収物等取扱者没収物等取扱者は，証拠品（換価代金を除く。）の

換価処分及び国庫帰属となった有価物の売却処分等の事務を取り扱う。

4歳入歳出外現金出納官吏歳入歳出外現金出納官吏は，換価代金の出

納保管の事務を取り扱う。

5 国有財産事務分掌者国有財産事務分掌者は，証拠品事務について国

庫帰属となった国有財産法（昭和23年法律第73号） 2条に掲げる物を財

務局長へ引き継ぐ手続を行う。

6契約担当官契約担当官は，国庫帰属となった証拠品の売却の手続を
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I

た向精神薬についても，麻薬と同様の処分方法によることが相当であ

るとされ，規程別表第2， 5において，厚生大臣に引き継ぐこととさ

れたものである。 〕

（2） 平成8年3月8日付け法務省刑総訓第199号法務大臣訓令をもって

規程の一部が改正された。この改正は，法務省所管契約事務取扱規程

（平成6年法務省会訓第1344号大臣訓令）及び執行事務規程の全部が

改正されたことに伴い， 引用条文等について所要の改正を行ったもの

である。

(3) 平成9年3月6日付け法務省刑総訓第257号法務大臣訓令をもって

規程の一部が改正された。この改正は，塩事業法（平成8年法律第39

号）が公布施行され，塩専売法（昭和59年法律第70号）が廃止されて

塩専売制度が廃止されることとなったことに伴い，没収等の事由によ

り国庫に帰属した塩については，一般の没収物と同様の取扱いとする

ため，別表第2， 12を削ったものである｡・

は） 平成9年12月1日付け法務省刑総訓第1215号法務大臣訓令をもって

規程の一部が改正された。この改正は，検査等の際に押収物たる通貨

を保管する封筒の内部が容易に確認できるように様式6号の封筒につ

いて所要の改正（いわゆる窓付き封筒の採用）を行ったものである。

(5) 平成10年3月9日付け法務省刑総訓第265号法務大臣訓令をもって

規程の一部が改正された。 この改正は，外国為替及び外国貿易管理法

の一部を改正する法律（平成9年法律第59号）が同年4月1日から施

行され， 同法により 「外国為替及び外国貿易管理法jの題名が「外国

為替及び外国貿易法」に改められるとともに，外国為替業務の自由化

と外国為替公認銀行制度の廃止が実施されることなどから，没収等の

事由により国庫に帰属した外国通貨については，一般の没収物と同様

の取扱いとするため，別表第2, 11を削ったものである。

2規程の内容規程は，全文10章109条及び附属書式63号からなってい

る。

第1章においては，規程の目的等の総則的な規定を設け，以下事務手

続の流れに相応して，第2章においては，受入事務手続を規定し，第3

章においては，保管事務として受入手続の終了から保管に至るまでの手

続を規定し，第4章においては，処分事務として，更に節を分けて，事

件終結前から事件終結後における具体的な証拠品の処理手続を定めてい

る。そして第5章においては，特別の手続として庁外保管証拠品の受理

から処分に至るまでの取扱手続を一括して規定し，第6章，第7章，第

9章及び第10章においては，本来の証拠品事務手続に付随する手続又は

事項として，各庁間における共助に関する手続，上訴事件における取扱

手続，証拠品事務関係書類の整理，その他支部・区検における特別手続

等を定めており，第8章においては，再審請求事件等の証拠品の保管に

ついての特則を定めている。

また,規定の定め方は，検察事務官の検察官に対する補佐事務を実態

に沿うように具体的に規定するとともに，会計関係の面においては，事
／

務の流れに沿って，平易に， しかも具体的に規定して，その職務と責任

を明確にしている。

3規程の改正経過全部改正後の規程の改正経過は次のとおりである。

（1） 平成.2年8月23日付け法務省刑総訓第650号法務大臣訓令をもって

規程の一部が改正された。この改正は，麻薬取締法等の一部を改正す

る法律（平成2年法律第33号）が公布施行され，同法によって「麻薬

取締法」の題名が「麻薬及び向精神薬取締法」に改められて，新たに

向精神薬が同法の規制の対象とされる.とともに, 60条において，国庫

に帰属した向精神薬は，麻薬と同様厚生大臣において必要な処分をす

ることができることとされたため，没収等の事由により国庫に帰属し
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執行に関して必要があると認めるときは，公務所又は公私の団体に照

会して必要な事項の報告を求めることができることとされたことに伴

い，裁判執行のため関係事項を照会する場合に使用する様式を定める

等したものである。

（11平成15年12月22日付け法務省刑総訓第1419号法務大臣訓令をもって

規程の一部が改正された。この改正は，報告事務の省力化のため，法

務大臣等への証拠品に関する検査報告を廃止したものである。また，

押収物還付公告について，官報及び新聞紙に掲載して行う公告の場合

は事件名と罪名のみで事件を特定することとされていることとの均衡

や個人情報保護の観点から，価額が5,000円未満の証拠品を検察庁の

掲示場において還付公告する場合にも，被疑者等の氏名を記載しない

取扱いとしたものである。

02) 平成16年5月31日付け法務省刑総訓第634号法務大臣訓令をもって

規程の一部が改正された。 この改正は，従来，没収等の事由により国

庫に帰属した収入印紙及び郵便切手類については，最寄りの郵便局に

引き継ぐこととされていたが，平成15年4月1日から日本郵政公社法

（平成14年法律第97号）が施行されたことなどに伴い』処分方法を，

廃棄する取扱いとし， また，没収等の事由により国庫に帰属した銃砲

刀剣類所持等取締法2条に規定する銃砲及び刀剣類については，一定

の要件を満たすものについては売却することとされていたが，処分方

法を，原則として廃棄する取扱いとし， 同法4条の規定による許可を

受けた者に所持させることを相当と認める場合にのみ売却することが

できる取扱いとするため，別表第2を改めたものである。

卿平成18年5月19日付け法務省刑総訓第688号法務大臣訓令をもって

規程の一部が改正された。 この改正は，刑事施設及び受刑者の処遇等

に関する法律（平成17年法律第50号）が同月24日から施行されること

(6) 平成12年3月30日付け法務省刑総訓第433号法務大臣訓令をもって 1

規程の一部が改正された。 この改正は，証拠品事務の処理に当たって

電子計算機を使用する場合における特別取扱いの規定を新設したもの i

である。

(7) 平成12年10月27FI付け法務省刑総訓第1240号法務大臣訓令をもって ；

規程の一部が改正された。 この改正は，裁判所の事件に関する記録そ i

の他の書類について，原則として，用紙の大きさを日本工業規格A列 i
！

4番とするとともに，書式を横書き（左とじ） とすることとされたこ ；

とに伴い，改正前の規程に定められていた同B列4番又は同B列5番 I

の縦書き等による様式をA判横書き化するために行ったものである。 i

(8) 平成12年12月28日付け法務省刑総訓第1481号法務大臣訓令をもって ｜

規程の一部が改正された。 この改正は， 中央省庁の再編に伴い，別表 ｜

第2に掲げる引継先等を改めたものである。

(9) 平成13年3月30日付け法務省刑総訓第426号法務大臣訓令をもって ｜

規濯の一蔀が改正された｡ この改正は,地方検察庁及び区検察庁のい 1
わゆる検務部門の課を廃止し,地方検察庁本庁の同部門に検務監理官， ｜

統括検務官及び検務専門官が,地方検察庁支部及び区検察庁の同部門 I
に統括検務官及び検務専門官が置かれる等の検察庁事務章程の一部が 1

改正されたことに伴い,所要の改正を行ったものである｡また,アルI

コール専売法（平成12年法律第32号）が廃止されるとともに， アルコ 1

－ル事業法（平成12年法律第36号）が施行され， アルコール専売制度i

が廃止されることとなったことに伴い，別表第2， 4を削ったもので i

ある。

伽平成13年12月12日付け法務省刑総訓第1411号法務大臣訓令をもって 1

規程の一部が改正された。この改正は，刑事訴訟法等の一部を改正すi

る法律（平成13年法律第139号）が公布施行され，検察官は，裁判の ！
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る等とされたことに伴い，規程52条の還付公告の手続に関する規定及
となったことに伴い,規程44条3項及び51条1項中の｢監獄等」を｢刑 ｜

び様式について所要の改正を行ったものである。
事施設等jに改めたものである。

⑭平成18年11月27日付け法務省刑総訓第1534号法務大臣訓令によって ；

第5‐証拠品（没収物）の処分に関する規程の一部が改正された。この改正は，組織的な犯罪の処罰及び犯罪 ；

収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律（平成18年法律第86 ： 基本法令について

号)及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平；

成18年法律第87号)が同年12月1日から施行され,被害回復給付金の I 1 基本法令証拠品事務のうち受入れ.保管の両事務は,比較的問題が

支給手続等に関する制度が実施されることに伴い，犯罪被害財産であ ； 少ない。 しかし，処分事務は，財産刑の一つである没収の裁判の執行及

る没収物の処分手続を新設したものである。 ｜ びその後の処分の事務が中心となり，しかも，種々の問題を含んでいる。

閲平成19年9月卵付け法務省刑総訓第1309号法務大臣訓令をもって ｜ そこで, これらの事務に最も関係のある(1)刑訴472条(執行指揮） ②
規程の一部が改正された°この改正は，国際刑事裁判所に対する協力 ； 同490条(財産刑等の執行） ③同496条(没収物の処分）の3箇条にっ

等に関する法律(平成19年法律第37号)が同年10月1日から施行され， ｜ いて説明することとする。
国際刑事裁判所における罰金刑，没収刑又は被害回復命令の確定裁判1 2刑訴472条刑訴472条は，裁判の執行は，原則として，その裁判をし

i

について，執行協力の請求及び執行協力の実施に係る財産の引渡しがI た裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮するとして，裁判の執

開始されることに伴い，執行協力の実施に係る財産である没収物の処I 行指揮の検察官を明らかにしているが，没収の執行についても， 当然こ

分手続を新設したものである。 I れによるわけである。なお，同条2項に規定する場合には，注意を要す
； ，

㈱平成22年6月17日付け法務省刑総訓第842号法務省大臣訓令をもつ ！ る。

て規程の一部が改正された。この改正は，従来，規程50条により，郵； 3刑訴490条刑訴490条は，財産刑, ､付加刑等の裁判の執行に関して規
． 1

送による証拠品の還付が認められていたところ，同条を改正して，一！ 定したものである。すなわち，没収等の裁判は，検察官の命令によって

定の要件の下でいわゆる宅配便により送付する方法による還付を認め： 執行し， この命令は，執行力のある債務名義と同一の効力を有すること

るとともに,関連する様式について所要の改正を行ったものである。 ｜ を定めている。規程においては,没収の執行とは,押収されていない物

⑰平成22年10月22日付け法務省刑総訓第1363号法務大臣訓令をもって； 件について没収の裁判がなされ， これを被告人その他の者から取り上げ

規程の一部が改正された。この改正は，押収物還付公告令の一部を改｛ て国家の占有に移すことの意であって，その後の破壊，引継ぎ，売却等

正する政令が同月25日から施行され，改正後の押収物還付公告令第2 1 の手続は，次に掲げる没収物の処分（刑訴496）に属するものとされて

条の規定により，還付公告の方法について，掲示公告によって行うこ i いる。したがって,押収中の物件について没収の裁判が確定したときは，

とを原則とし，必要があるときは，官報公告を併せて行うことができ ！ ’心
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各
毫
一
柵

土

既にその物の占有が国家に移っているから，特に執行行為を必要としな

いものと解されている。

4刑訴496条刑訴496条は，没収物の処分についての検察官の権限を定

めたものである。すなわち，没収の裁判執行後の没収物の処分もまた検

察官の権限に属するものとされる。規程では，検察官が，物の性質等に

従い，破壊し，廃棄し，又は売却する等適宜の方法により処分すること

、
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とされている。
1 規程の対象となる証拠品とは，刑事事件について押収された物及び

その換価代金を指すものであるが，押収された物のうち，通貨につい

ては，事務手続上いわゆる立会封金扱いとして，他の押収物（いわゆ

る一般証拠品） と区別して取り扱われている。

この(1)押収された物 (2)換価代金 (3)押収物たる通貨及びその立

会封金扱いについては，多少説明を要する点があるので，次にこれを

説明する。

（1） 押収された物とは，刑訴218条及び220条によって差し押さえた物

及び221条によって領置した物をいう。差し押さえるべき物は，証

拠物又は没収すべき物（刑法（明治40年法律第45号) 19, 197の5

等参照）である （刑訴99参照)。

（2） 換価代金とは，没収することができる押収物で』滅失若しくは破

損のおそれがあるもの，又は保管に不便なものを売却した代価（注)

をいう （刑訴2221, 122参照)。すなわち，鳥獣保護法違反事件に

ついて押収した鳥獣の売却代金や，各都道府県の制定した漁業調整

規則等の違反事件について押収した魚貝類の売却代金等がこれに該

当する。 この換価代金は，会計法上の保管金とは若干その性質を異

にし， いわゆる本来の保管金ではない．と解されているが， その性質

が極めて保管金に近いものであり，事故防止の観点からも保管金に
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1

1

準ずる取扱いが望ましいので,保管金規則等の定める取扱いに準じ，

歳入歳出外現金出納官吏にその出納保管を取り扱わせることとされ

ている。

(3) 押収物たる通貨とは， それ自体が証拠となる代替性のない通貨の

ことで， この点において換価代金とは，その趣を異にしている。す

なわち，贈収賄事件における賄賂の現金』公職選挙法違反事件にお

ける買収の現金，賭博事件におけるいわゆる寺銭等がこれに該当す

る。

(4) 立会封金扱いとは，それ自体が証拠となる通貨，すなわち,前記

の押収物たる通貨について他の通貨との混同等を避け，その証拠を

保全するためと事故防止の点から特定の封筒（窓付き封筒）に入れ，

受入事務担当の証拠品係事務官と所属課長等（所属課長又は検務監

理官，統括検務官若しくは検務専門官をいう。以下同じ｡） とが立

ち会って，共にその封筒に封印する取扱いをいう。

2 以上からも分かるとおり，証拠品には，いろいろの種類があり，そ

の取扱いを同一にすることは，不合理，かつ，非能率になるおそれが

ある。例えば，現金と一般証拠品の自転車とを同一に保管することは，

事故防止の面からいっても適切でないであろうし， また，検察庁に保

管している証拠品と所有者等に保管委託している証拠品とを同一扱い

にすること,は， その後の処分に不便であることが明らかである。 した

がって，実務上は，証拠品の種類により吹のように区分されている。

r①押収物たる通貨（規程15)

〉隠響．
’

｢押収物1②貴重品･危険物｡覚醒剤，

｜ ｜呼鵜Wに類する鞠

２
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１
１
口
、
■
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り
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６
。
ｒ
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ｕ
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ｊ
ｌ
Ｊ
印

証拠品｛

､③その他の物（一般証拠品）
I

換価代金Ｌ
＃
１

3 更に保管の方法により自庁保管証拠品（証拠品が事件係所属検察庁

に保管されている場合） と庁外保管証拠品（警察署等保管・他の検察

庁保管・所有者等に保管委託している場合）の二つに区別され，それ

らの区別に従って受入れ・保管及び処分の手続を若干異にしている。

4 受入れから処分に至るまでの事務とは，検察庁に送致された証拠品

の受入れから， これが保管及びその後の事件の終結等に伴う具体的な

処分（押収されていない没収等に対する執行を含む。）に至る一連の

事務をいう。

（注） 換価代金は， 国が「対価」 として得るものではなく， 押収物と法律上

同一視され国の収入とみるべきものではないことから，消費税の対象と

はならないと解されている。
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第2証拠品事務の特質と証拠品を取り扱う者の心構え（規程2 ． 3）

押収は】被疑事件（被告事件）の究明並びに没収刑の確保のため必要

がある場合に，捜査機関が強制力によって証拠物又は没収すべき物の占

有を取得継続するものであるが，その反面において，所有者等の占有を

排除してその間当該証拠品に対する所有者等の使用，収益,処分を制限

「
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証拠品の受入れとは，検察官に対し押収物の送致，送付があったとき，

引継ぎがあったとき，又は検察官等が押収したとき，規程4条に定める

受領手続をして領置票を作成するまでの事務である。受入れをなすべき
場合は， 次のとおりである。

1 司法警察員等からの受入れ（規程41)

（1） 司法警察員又は国税庁監察官から，事件とともに証拠品の送致

送付があった場合（刑訴246, 242, 245,財務省設置法（平成11年
法律第95号） 27）

（2） 国税局長等，税関長等，公正取引委員会又は証券取引等監視委員

会から，犯則事件の告発に伴って証拠品の引継ぎがあった場合（国

税犯則取締法（明治33年法律第67号) 18, 関税法（昭和29年法律第

61号) 140,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号) 116,金融商品取引法（昭和23年法律第25号) 2
26）

2 他の検察庁の検察官からの受入れ

他の検察庁の検察官から被疑事件とともに証拠品の送致があったと

き （刑訴258）及び被告事件の移送（刑訴19, 332等),併合（刑訴5,
8）に伴い未提出証拠品が送付された場合

3 自庁の検察官等からの受入れ（規程4Ⅱ）

自庁の検察官・検察事務官から，直受事件・検察官認知事件の証拠

品あるいは送致事件を受理した後に自ら押収した証拠品を受領する場
合

4 家庭裁判所からの受入れ

少年法（昭和23年法律第168号) 19条2項, 20条等により事件とと
もに証拠品の送致を受けた場合 '

5 裁判所からの受入れ

し，その財産権を制約することになる場合が多い。 したがって，証拠品

事務を取り扱う場合にはァ証拠品が刑事裁判の重要な証明資料であるこ

とに留意するとともに，証拠品の所有者等の財産権を必要以上に制約す

ることのないように心掛ける必要がある。

この点が純粋な刑事手続上の事務である事件事務・令状事務・執行事

務等と異なる特質であるから，証拠品の受入れ・保管及び処分を担当す

る証拠品係事務官並びに売却事務を担当する没収物等取扱者等は，絶え

ず次のような諸点に留意する必要がある。

1 証拠品が，刑事裁判の重要な証明資料であることに鑑み，旺盛な責

任感をもって，紛失，滅失，穀損，変質等により証拠価値を減減する

ことのないようにすること。

2 証拠品の押収が，刑事手続に必要な範囲内において認められたもの

であり，所有者等の財産権を強制力で一時的に制約するものである点

に鑑み，所有者等の私法上の権利を保護するように心掛け，保管に際

しては善良な管理者の注意義務（民法（明治29年法律第89号） 400参

照）を尽くし，処分に際しては迅速に行い，受還付人の選定を誤らな

いようにすること。

3 このような証拠品事務の特質に鑑み，執務に当たっては，基本とな

る刑事訴訟法，規程等はもちろん民法等の関連規定についても平素か

ら十分な検討を加えておくこと。
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第1 証拠品受入れの意義
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